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生活習慣病管理料Ⅱへの移行のお知らせ
高血圧、脂質異常症、糖尿病でご通院の方へ

2024年診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、
個々に応じたより専門的・総合的な治療・管理を行うため
「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料Ⅱ」へ
移行いたします。詳細は下記の通りです。

ご不明点等ございましたら受付までお問合せください。

生活習慣病管理料Ⅱ
■対象となる患者さん
高血圧、脂質異常症、糖尿病 いずれかが主病の方

■療養計画書
患者さん個々に応じた療養計画書を作成し、
サインをいただきます。

■移行時期
2024年６月１日（土）から

■窓口負担
120円～360円程度 負担が増えます。

説明動画は
コチラ

医療法人社団 新都市医療研究会「君津」会

南 大 和 病 院


